
登別市空き家情報登録制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の空家等の利活用を推進するため、空家等に関する情

報の登録及び提供に関する制度（以下「登別市空き家ナビ」という。）について

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

（２）所有者等 空家等に係る所有権その他の権利を有し、空家等の売却、賃貸

等を行うことができる者をいう。 

（３）連携団体 宅地建物取引業に関する団体で、市と空家等対策に関する協定

を結んでいる団体をいう。 

（４）事業者 連携団体に所属し、胆振管内（室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達

市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町、白老町、厚真町、安平町及びむかわ町をい

う。）に本店若しくは支店、営業所又は出張所を設け、宅地建物取引業法（昭

和２７年法律第１７６号）第３条に基づき国土交通大臣又は北海道知事の免

許を受け有効期限を失効していない者をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、登別市空き家ナビ以外による空家等の取引を妨げるもので

はない。 

 （登録対象者） 

第４条 登別市空き家ナビの登録申込みの対象となる所有者等は、次の各号のい

ずれにも該当しない者とする。 

（１）専属専任媒介契約、専任媒介契約又は一般媒介契約を締結している者 

（２）登別市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年条例第２２号）第２

条第２号に規定される者又は同号に定める暴力団員と密接な関係を有する者 

 （登録申請等） 

第５条 登別市空き家ナビに空家等を登録しようとする所有者等（以下「申請者」

という。）は、登別市空き家ナビ登録申請書兼同意書（別記様式第１号。以下「申



請書兼同意書」という。）により市長に申請するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による登録の申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、登別市空き家ナビ登録台帳（別記様式第２号。以下「台帳」という。）

への登録の可否を決定するとともに、その旨を登別市空き家ナビ登録（適合・

不適合）通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 （登録内容の変更届） 

第６条 前条第２項の規定による登録を受けた所有者等（以下「登録者」という。）

は、登録内容に変更があったときは、その旨を登別市空き家ナビ登録内容変更

届（別記様式第４号）により市長に届け出るものとする。 

 （登録の取消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、台帳に登録した空家等

の情報を取り消すものとする。 

（１）登録された空家等（以下「登録空家等」という。）に係る所有権その他の権

利に異動があったとき。 

（２）登録の日から起算して３年を経過したとき。 

（３）登録者から登別市空き家ナビ登録取消届（別記様式第５号）による届出が

あったとき。 

（４）提出された申請書兼同意書の内容に虚偽があったとき。 

（５）第４条に規定する登録対象者の条件に違反したとき。 

（６）法第２条第２項の特定空家等と判断され、法第１４条第２項に基づく勧告

を受けたとき。 

（７）その他市長が適当でないと認めたとき。 

 （登録状況の通知） 

第８条 市長は、第５条第２項の規定により空家等の情報を台帳に登録したとき

は、その旨を登別市空き家ナビ登録状況通知書（別記様式６号）により連携団

体に通知するものとする。 

 （空家等の利活用に係る申込等） 

第９条 連携団体は、事業者から登録空家等の利活用の申出があったときは、登

別市空き家ナビ登録空家等交渉申込書（別記様式第７号。以下「申込書」とい

う。）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その旨を登別市空き家ナビ登



録空家等交渉申込通知書（別記様式８号）により登録者に通知するものとする。 

（交渉結果の報告） 

第１０条 連携団体は、登録者との交渉を終えたときは、その旨を登別市空き家

ナビ登録空家等交渉結果報告書（別記様式第９号）により市長に報告するもの

とする。 

 （市の関与） 

第１１条 市長は、登録者と連携団体との空家等に関する交渉及び売却、賃貸等

の契約については、一切これに関与しないものとする。 

 （個人情報の取扱い） 

第１２条 登別市空き家ナビの運用に関して知り得た個人情報（以下「個人情報」

という。）の取扱いについては、登別市個人情報保護条例（平成１０年条例第

２号）に定めるところによる。 

２ 連携団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）個人情報を滅失及びき損することのないよう適正に維持管理すること。 

（２）保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄

する等適切な措置を講ずること。 

 （雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則（平成２９年告示第１６５号） 

 この告示は、平成２９年１０月１日から施行する。  



別記様式第１号 

 

登別市空き家ナビ登録申請書兼同意書 

 

  年  月  日  

 

 登別市長        様 

 

（申 請 者） 

住  所 

氏  名            ㊞  

電話番号 

 

 登別市空き家情報登録制度実施要綱に定める趣旨等を理解し、同要綱第５条第

１項の規定に基づき登別市空き家ナビへの登録を申請します。 

 なお、登別市空き家ナビに登録された空家等の所在等の登録情報を連携団体に

情報提供することについて同意します。 

 また、私は、同要綱第４条の規定に該当しないこと及び登録に関し問題が起こ

った場合は自己の責任において対処することを誓約します。 

記 

１ 空家等の所在  登別市    

２ 希望する内容  □売却（建物及び土地等の全て） □賃貸 

          □その他（                    ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



別記様式第２号 
登別市空き家ナビ登録台帳 

登録 
番号 

空家等の 
所  在 

希望 
内容 

登録者情報 登 録 
年月日 

市空家 
等番号 

勧告の 
有 無 氏 名 住 所 連絡先 区分 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

※１ 希望内容欄は、売却、賃貸、その他の分けを記載。 
※２ 区分欄は、空家等の所有者、代表者、財産管理人の分けを記載。（記載例：所、代、管） 



別記様式第３号 

  登   第     号  

    年  月  日  

 

             様 

 

登別市長           

 

   登別市空き家ナビ登録（適合・不適合）通知書 

     年  月  日付けで申請のありました登録申込みについて、審査の結果

（適合・不適合）となりましたので通知します。 

記 

１ 審査の結果 

２ 登録年月日及び番号     年  月  日  第   号 

３ 登録内容 

空家等の所在 登別市      町 

氏  名  

住  所  

連 絡 先  

希望する内容  

 備考 

  １ 連携団体から交渉の申し出があったときは、その旨を市より連絡いたします。 

  ２ 氏名以外の登録内容に変更が生じたときは、「登別市空き家ナビ登録内容変

更届（別記様式第４号）」を提出してください。 

  ３ 本制度に登録後、売却等により所有者等が変更又は利活用が開始された時は、

「登別市空き家ナビ登録取消届（別記様式第５号）」を提出してください。 

  ４ 次の各号のいずれかに該当するときは、登録した空家等の情報を取り消しま

す。 

  （１）登録の日から起算して３年を経過したとき。 

  （２）提出された「登別市空き家ナビ登録申請書兼同意書（別記様式第１号）」

の内容に虚偽があったとき。 

  （３）登別市空き家情報登録制度実施要綱第４条に規定する登録対象者の条件に

違反したとき。 

  （４）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下

「法」という。）第２条第２項の特定空家等と判断され、法第１４条第２項

に基づく勧告を受けたとき。 

  （５）その他市長が適当でないと認めたとき。 

 

 

 

（担当） 

登別市    部     グループ 

担当者   

電 話 



別記様式第４号 

 

登別市空き家ナビ登録内容変更届 

 

    年  月  日  

 

 登別市長        様 

 

（登録者） 

氏 名            ㊞  

 

 登別市空き家ナビの登録内容に変更があったので、登別市空き家情報登録制度実施

要綱第６条の規定に基づき次のとおり届け出ます。 

記 

１ 空家等の所在  登別市    

２ 変更の内容   

 備考 

  １ 該当する変更箇所のみ記載してください。 

  ２ 所有権等の変更等による、登録者の氏名の変更はできません。 

  ３ 登録者の氏名を変更する場合は、現在の登録を取消し、再登録の手続きが必

要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更箇所 変更前 変更後 

登録者の 

住  所 
  

登録者の 

連 絡 先 
  

希望する 

内  容 
  



別記様式第５号 

 

登別市空き家ナビ登録取消届 

 

    年  月  日  

 

 登別市長        様 

 

（登録者）              

住 所               

氏 名            ㊞  

 

 登別市空き家ナビの登録を取り消したいので、次のとおり届け出ます。 

記 

１ 空家等の所在  登別市 

２ 取 消 理 由  □売却等により所有者が変更となったため 

          □登録した空家等を解体したため 

          □その他（                      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号 

  登   第     号  

    年  月  日  

 

             様 

 

登別市長           

 

   登別市空き家ナビ登録状況通知書 

     年  月現在の登別市空き家ナビの登録状況について、登別市空き家情報

登録制度実施要綱第８条の規定に基づき次のとおり通知します。 

記 

１ 登録件数（合計）      件 

２ 新 規 登 録 件 数      件 

 

 備考 登別市空き家ナビに登録された空家等の所在を確認したいときは、登別市

個人情報保護条例（平成１０年条例第２号）第９条第１項及び登別市個人情報保

護条例施行規則（平成１８年規則第４３号）第５条第２項に基づき、「保有個人

情報外部提供申出書（別記様式第４号（第５条関係））」を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

登別市    部     グループ 

担当者   

電 話 



別記様式第７号 

 

登別市空き家ナビ登録空家等交渉申込書 

 

    年  月  日  

 

 登別市長        様 

 

（申 請 者）              

住  所               

氏  名            ㊞  

電話番号               

 

 登別市空き家ナビに登録されている次の空家等の所有者等と交渉を行いたいこと

から、登別市空き家情報登録制度実施要綱第９条の規定に基づき申込みます。 

記 

１ 空家等の所在  登別市 

２ 交渉の目的  □購入（建物及び土地等の全て）  □賃貸 

          □その他（                      ） 

３ 申込事業者 

     住  所 

     会社名等 

４ 提 示 条 件 

 

 備考 

  １ 申込みにあたっては、空家等ごとに希望する事業者を取りまとめのうえ提出

してください。 

  ２ 申込事業者が複数の場合は、住所、会社名等、提示条件を別紙に一覧表とし

ても構いません。 

  ３ 提示条件は、取引見込み価格等を記載してください。 

  ４ 登録空家等の所在を確認したい時は、登別市個人情報保護条例（平成１０年

条例第２号）第９条第１項及び登別市個人情報保護条例施行規則（平成１８年

規則第４３号）第５条第２項に基づき、「保有個人情報外部提供申出書（別記

様式第４号（第５条関係））」を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第８号 

  登   第     号  

    年  月  日  

 

             様 

 

登別市長           

 

   登別市空き家ナビ登録空家等交渉申込通知書 

 登別市空き家ナビに登録されている次の空家等について、登別市空き家情報登録制

度実施要綱第９条の規定に基づき、連携団体より交渉の申込みがありましたので通知

します。 

 なお、申込みのあった連携団体の事業者より連絡がありますので、ご対応のほどよ

ろしくお願いいたします。 

記 

１ 空家等の所在  登別市 

２ 交渉の目的  □購入（建物及び土地等の全て）  □賃貸 

          □その他（                    ） 

３ 申込み事業者 

 

 備考 

  １ 交渉については、登録者と事業者が直接行ってください。 

  ２ 契約締結の判断は、登録者の責任において行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

登別市    部     グループ 

担当者   

電 話 



別記様式第９号 

 

登別市空き家ナビ登録空家等交渉結果報告書 

 

    年  月  日  

 

 登別市長        様 

 

（申 請 者）              

住  所               

氏  名            ㊞  

電話番号               

 

 登別市空き家情報登録制度実施要綱第９条の規定に基づき次のとおり報告します。 

記 

１ 空家等の所在 登別市 

２ 交渉の結果 □成立（□売却・□賃貸・□その他（           ）） 

         □不成立 

         理由（                         ） 

 

 備考 

  １ 成立した場合は、登録者と書面（契約書等）により交わした結果を記載して

ください。 

  ２ 不成立の場合は、その理由を記載してください。 

 

 


